
学校問題相談体制

教職員の言動
セクシャルハラスメント
学校の指導、対応
いじめ、不登校 等

〈学校〉

（４５４－１２３６ ）
・担任
・管理職
・教育相談担当 等

市総セ

〈市総合教育センター〉

・電話相談 （475-8341）
・来所相談

〈千葉県教育委員会〉
・県教育委員会HP

「セクハラ相談窓口」
・子どもと親のサポートセンター

（0120－415－446）
・県教育庁統一ダイヤル

（0120-23-1008）

相談

令和８年４月１日より、
保護者の学校生活に関する不安や悩みに
迅速に対応するため
習志野市教育委員会学校教育課に
「学校問題相談窓口」を開設します。

〈学校問題相談窓口〉
習志野市教育委員会 学校教育課
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多様な相談窓口があります
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相談内容によっては
県教育委員会とも
連携して対応します。
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